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◆募集に関するお問い合わせ先◆ 

交野市役所 総務部総務課 

TEL ０７２－８９２－０１２１ 

 

 



自動証明写真機設置事業者募集スケジュール 

 

１．募集要領公表 

令和８年４月２０日（月）ＨＰ公表 

 

 

２．申込書受付 

受付期間：令和８年４月２０日（月）～ 令和８年５月１５日（金） 

 

① 郵送の場合 

必要書類を以下の受付場所へ送付してください。 

〒５７６－８５０１ 交野市私部１丁目１番１号 

交野市役所総務部総務課「自動証明写真機」担当あて 

 

② 持参の場合 

交野市役所本館２階 総務部総務課まで提出してください。 

受付時間 ９時から１７時 

※ただし、１２時から１２時４５分を除く。 

 

 

３．設置事業者の決定 

  令和８年５月２２日（金）までに設置事業者を決定し、その旨を書面 

にて応募者に通知します。 

 

 

４．使用許可申請から設置までの流れ 

  令和８年６月１日（月）までに使用許可申請書類を交野市へ提出。 

  交野市から行政財産使用許可通知後、速やかに現地調査を実施し、 

設置計画について市の承認を得たうえで設置工事に着手。 

令和８年７月１日（水）稼働予定。 

 

 

 

 

 

 



交野市役所別館前 

自動証明写真機設置事業者募集要項 

 

交野市が行う自動証明写真機設置事業者（以下「設置事業者」という。）の募集に参加す

る方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申し込みください。 

１ 公募物件 

自動証明写真機 

  ※自動証明写真機要求仕様書（別紙１）を参照 

所在地 設置場所 
外形寸法 

台数 
最低応募価格 

（年額相当） 
位置図 

幅 奥行 高さ 

交野市私部 

１－１－１ 
別館前（屋外） 

1.6m 

以内 

1.0m 

以内 

2.2m 

以内 
１台 １８，６００円 

下図の

とおり 

 

 

【参考】 

令和６年度売上額 令和７年度売上額 備考 

 

1,044,500円 

 

1,046,600円 

売上額は、市民部が本館から別館に移転する前で

あり、本館１階ロビー（屋内）に設置していたと

きのものです。 

 

２ 応募資格要件 

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。 

※清涼飲料水自動販売機の

隣に設置すること。 



(1) 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行う

ことができない者 

イ 未成年者（民法に定める一定の場合は除く。） 

ウ 破産者で復権を得ない者 

エ 交野市の指名停止措置を受けている者又は交野市の指名停止要綱に該当する

行為を行った者又は不利益処分（違法又は不適当な行為によるものである場合

に限る。）を受けている者 

(2) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者（アからカまでのいずれかに該当

する者であって、その事実があった後３年を経過しない者を含む。）であること。 

   ア 交野市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は

物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

   イ 交野市が実施した競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 落札者が交野市と契約を締結すること又は交野市との契約者が契約を履行す

ることを妨げた者 

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２３４条の

２第１項の規定により交野市が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執

行を妨げた者 

オ 正当な理由なく交野市との契約を履行しなかった者 

カ アからオまでのいずれかに該当する者で、その事実があった後３年を経過し

ない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

(3) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等

の免許を有していること。 

(4) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅

かすおそれのある団体に属する者でないこと。 

(5) 市税に係る徴収金を完納しており、最近１事業年度の消費税、地方消費税を完納

していること。 

(6) 次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。 

   ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店

の代表者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第2条第6号

に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）であると認めら

れる者 

イ 暴力団（暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同

じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者。 



エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められる者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

 

３ 自動証明写真機の設置の許可条件等 

(1) 使用料等 

① 設置事業者の施設使用形態 

設置事業者は、自動証明写真機設置場所として使用する部分について、法第２３８条

の４第７項の規定に基づき、行政財産使用許可（以下「使用許可」という。）を受けて

使用します。 

② 使用許可の期間 

使用許可の期間は、令和８年７月１日から令和９年３月３１日の期間（２７４日）と

します。ただし、公用・公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支

障がないと交野市が判断する場合は、当初交野市が設定した公募条件を変更しないこと

を前提として当初許可日から３年以内を限度に、引き続き使用許可を行います。（継続

の際に設置事業者に対して継続希望調査を行います。） 

③ 使用料 

設置事業者として決定した者が提示した応募価格をもって年間又は使用許可の期間の

使用料とします。令和８年度の使用許可の期間は、令和８年７月１日から令和９年３月

３１日の期間（２７４日）としていることから実際の使用料は、応募価格（提案使用料）

を日割りした額とします。（例えば、設置事業者として決定した者が提示した応募価格

が１８，６００円であった場合、１８，６００円×２７４日÷３６５日≒１３，９６３

円（１円未満端数切り上げ）となります。）なお、使用料（年額又は日割額）は、交野

市の発する納入通知書により、交野市が指定する期限までに全額納入してください。 

④ その他必要経費等 

自動証明写真機の設置及び撤去に要した工事費、移転費等の一切の費用は設置事業者

の負担とします。また、光熱水費についても設置事業者の負担とし、年額又は日割額を

別途交野市が指定する期限までに全額納入してください。 

⑤ 必須条件 

自動証明写真機は、上記の位置図に示した場所に、「１公募物件」に示した外形寸法

を超えないものを設置してください。また、転倒防止対策も併せて行ってください。 

（2）使用上の制限 

使用期間前及び使用期間中は、次のことを遵守してください。 

①使用許可の条件を遵守し、行政財産使用料等の費用を期限までに確実に納付すること。 

②自動証明写真機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 

③販売品、消耗品等の搬入時間については、交野市の指示に従うこと。また、搬入後の



廃棄物については、設置事業者が引き取ること。 

（3）維持管理責任 

次のことを遵守してください。 

① 消耗品補充、品質管理、金銭管理など自動証明写真機の維持管理については、設置

事業者が行うこと。在庫・補充管理を適切に行うこと。 

② 自動証明写真機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全設置

すること。 

③ 自動証明写真機の故障、問い合わせ及び苦情については設置事業者の責任において

対応すること。また、自動証明写真機に故障時等の連絡先を明記すること。 

(4) 使用許可の取消事由等 

   次のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことがあります。なお、使用許

可の取消しにより設置事業者に損失が生じてもこれを補償しません。 

① 許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。 

② 上記３の設置の許可条件に違反する行為があると認められるとき。 

③ 設置事業者が応募者の資格を失ったとき。 

 特段の事由がない限り、設置事業者の事情による自動証明写真機の撤去はできません。 

(5) 原状回復 

設置事業者は、許可期間が満了した場合又は許可が取り消された場合は、速やかに原

状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を交野市に請求

することができません。 

(6) 損害賠償 

   設置事業者は、自動証明写真機の設置等にあたり、本市又は第三者に損害を与えたと

きは、設置事業者の責任において、その損害を賠償しなければならないものとします。 

 

４ 応募申込手続き 

(1) 申込受付期間 

令和８年４月２０日（月）～ 令和８年５月１５日（金） 

９時～１７時（持参の場合、１２時から１２時４５分を除く。） 

(2) 申込受付場所  

交野市私部１丁目１番１号 

交野市役所本館２階 総務課 

(3) 申込みに必要な書類（各１部） 

① 応募申込書(本市所定様式) 本市総務課ホームページよりダウンロードしてくださ

い。 

② 誓約書（本市所定様式) 本市総務課ホームページよりダウンロードしてください。 

(4) 申込手続 

   申込みに必要な書類を受付場所に持参又は郵送（上記期間内必着とする。）により提

出すること。応募申込書及び誓約書については、押印不要です。また、提出の際には、



担当者の名刺を添付すること。なお、提出された書類等は返却しません。 

 

５ 質疑回答 

公募内容に関し、質問しようとする者は、令和８年４月３０日（木）午前１１時までに

メールにより本市総務課へ質疑を行ってください。質疑に対する回答は、令和８年５月８

日（金）以降に市ホームページにて公開します。 

問い合わせ先 交野市総務部総務課 

   電話 ０７２－８９２－０１２１ 

   メール soumu@city.katano.osaka.jp 

 

６ 設置事業者の決定 

(1) 提出された応募書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者を設置事業者の選定

対象とします。 

なお、次のいずれかに該当するものは、無効とします。 

① 申込書に記名のないもの、応募価格の金額を訂正したもの、文字や金額が不明瞭で

判読できないもの 

② 本市が指定する申込書及び誓約書を用いないで応募したもの 

③ 提出書類に虚偽の記載をしたもの 

④ 「２ 応募資格要件」を満たさないもの 

⑤ 自動証明写真機要求仕様書（別紙１）に記載した項目を満たさない提案をしたもの 

⑥ 申込みに必要な書類や記載内容に脱落があった場合。（期日内の追加提出、書類の

差し替えは対応可とします。） 

(2) 公募物件に対し、本市が設定する最低応募価格以上の額で、かつ最高の価格で応募申

込みを行った者を選定し、設置事業者とします。なお、最高価格の応募が２者以上ある

場合は、当該応募者立会いのもと、くじにより選定します。 

(3) 設置事業者の決定は、令和８年５月２２日（金）までに行います。設置事業者の決定

後、全応募者に決定金額及び決定した設置事業者名を書面で通知します。 

 

７ 使用許可申請の手続き 

設置事業者に決定した者は、令和８年６月１日(月)までに、下記書類を提出してくださ

い（各１通）。 

① 行政財産使用申請書（本市指定様式） 

② 設置する自動証明写真機のカタログ（寸法、消費電力のわかるもの） 

③ 
設置しようとする自動証明写真機の12か月の消費電力の分かるもの（行政財産使用に係る

使用電力量について） 

④ 証明書類（発行日から３か月以内のもの） 



法人の場合 

登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、印鑑証明書、【国税】法人税

と消費税等に未納がない証明（その３の３）、法人市民税の直前１年間の

納税証明 

個人の場合 

代表者の印鑑証明書（市区町村発行）、代表者の身分証明書※1、代表者

の登記されていないことの証明書※2、【国税】申告所得税等と消費税に

未納がない証明（その３の２）、個人市府民税の直前１年間の納税証明書 

※1 代表者の身分証明書は、本籍地の市区町村で取得する必要があります。 

※2 代表者が「成年被後見人・被保佐人・被補助人に該当しない証明書」が必要です。

法務局にて発行を受けてください。 

 

８ 設置事業者の決定の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。 

① 正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続きに応じなかった場合 

② 設置事業者が応募者の資格を失った場合 

 

９ その他 

応募に関し必要な費用は、すべて応募者の負担とします。 

使用許可の手続に関する一切の費用は、設置事業者の負担とします。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



応 募 申 込 書 

<自動証明写真機> 

令和  年  月  日 

交 野 市 長 宛 

住所（所在地） 

（〒  －  ） 

氏名又は名称 

代表者氏名                

電話番号 

ＦＡＸ番号 

 

交野市役所別館前自動証明写真機設置事業者募集について、募集要項の各条項を承知の上、

下記のとおり申し込みます。 

 

１ 設置場所及び提案使用料 

 

１．応募価格は、交野市が設定する最低応募価格以上の金額を記入してください。  

２．金額はアラビア数字で記入してください。 

３．初めの数字の頭に￥をいれてください。 

４．「応募価格（提案使用料）」の金額記入欄は８マスです。円のすぐ左の欄から記入し

てください。 

 

２ 添付書類 

誓約書（本市所定様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物件 設置場所 応募価格（提案使用料） 

自動証明写真機 別館前（屋外）         円 



 

誓 約 書 

 

 

私は、交野市が実施する自動証明写真機設置事業者の募集の申込みに当たり次の事項を誓

約します。 

 

 

１ 応募申込書の提出に際し、交野市役所別館前自動証明写真機設置事業者募集要項について

十分理解し、承知の上で申し込み、参加します。 

 

２ 交野市役所別館前自動証明写真機設置事業者募集要項の「２ 応募資格要件」に定める必

要な資格を有します。 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

交野市長 様 

 

 

 

 

住所（所在地） 

氏名又は名称 

代表者氏名                

 

 

 

 


